
1 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安中市議会基本条例 

検証結果報告書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年 ５月 

議会改革推進特別委員会 



2 
 

１ はじめに 

 安中市議会基本条例（平成３０年安中市条例第３４号。以下「基本条例」とい

う。）は、平成２７年９月１７日から平成３０年９月２１日に設置された議会改

革特別委員会において、白熱した討議と審査を繰り返して創り上げたものであ

り、令和元年５月１日より施行となった。 

 施行から６年以上が経過したこと、また基本条例第２８条では「議会は、この

条例の施行後、市民の意見、社会情勢の変化等を勘案して継続的に議会運営に係

る評価及び改善を行い、必要があると認めるときは、この条例の規定を見直すも

のとする。」とあることから、議員各位に各条文の規程について、本市議会の取

り組みの実施状況を確認し、今後の方針 ・目標を具体化していくために基本条例

の検証を実施した。 

 

 

２ 検証体制 

 議会改革推進特別委員会 

   委 員 長 今井 敏博 

   副委員長 小川 剛 

   委  員 原田 大    宇佐美 誠  池島 利明  長嶋 陽子 

        金井 登美雄  小林 克行  高橋 由信 

   議  長 佐藤 貴雄  ※オブザーバーとして会議に出席 

 

 

３ 検証方法 

 基本条例の検証は、「安中市議会基本条例に係る検証実施要領」に基づき評価

および評価後の取り組みについて検証を行うこととし、検証結果については市

議会ホームページなどで公表することとした。（次ページ参照） 

 なお、議員ごとに「安中市議会基本条例達成状況検証シート」を配付して回答

してもらい議会改革推進特別委員会において結果を取りまとめることとした。

（１０ページ以降に集計結果を掲載） 
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安中市議会基本条例に係る検証実施要領 

 

本要領は、安中市議会基本条例第２８条の規定に基づき、同条例の評価及び

改善を行うため、その検証方法及び検証結果の公表方法を定めるものとする。 

 

１検証体制 

議員ごとに検証し、議会改革推進特別委員会が検証結果をとりまとめる。 

 

２検証方法 

基本条例の検証は、次に掲げる事項のとおり実施するものとする。 

（１）基本条例の条項号ごとに検証を行うものとする。 

（２）検証は、３段階評価とし、条例の趣旨に即して活動ができているか評価

を行うものとする。 

Ａ：達  成 ― 概ねその目的を達成している。（８割程度） 

Ｂ：一部達成 ― 一部その目的を達成している。（５割程度） 

Ｃ：未 達 成 ― 目的を達成できなかった。（３割以下） 

Ｄ：対 象 外 ― 検証の対象外とする。 

※理念・目的・原則など評価対象外にあたるものは評価Ｄを選択 

（３）評価後の取組を次のとおり行うものとする。 

１：現行 ― 条文に従いこれまでどおり取り組む。 

２：検討 ― 達成に向けて今後の取組を検討する。 

３：改正 ― 条文の改正を検討する。 

４：その他 

 

３検証結果の公表 

検証結果については、市議会ホームページ及び安中市議会だより等に掲載

し、広く市民に周知を図る。 

 

４議会への報告 

議会への検証結果報告は次に掲げる事項のとおり実施するものとする。 

（１）議長に対しては、検証報告書を提出するものとする。 

（２）議員に対しては、全員協議会の場で報告するものとする。 
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4 検証の経過 

年 月 日 協議内容等 

 令和７年 ６月 ６日  基本条例の検証について協議 

 令和７年 ６月２０日  基本条例の検証方法について協議 

 令和７年 ６月２３日 

～ ７月３１日 

 安中市議会基本条例達成状況検証シートを

配付・回答 

 令和７年 ９月 ２日  委員会における検証方法を協議 

 令和７年１０月１４日  検証の進捗及び検証方法について協議 

 令和７年１０月２１日 
 委員会内に設置した部会（※）で検証を進

めることについて協議 

 令和７年１０月２２日 

～１２月１２日 
 部会で適宜協議を実施、委員長へ提出 

 令和８年 １月２３日  部会で取りまとめた検証について協議 

 令和８年 ４月２７日  検証結果報告書について協議 

 令和８年 ５月１５日  検証結果報告書を議長へ提出 

             ※「住民参画部会」、「ＩＣＴ化・情報公開部会」 
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５ 検証結果 

（１）評価などの内訳 

 ○評価の集計結果 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ○評価後の取り組みの集計結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評 価 項 目 数 

Ａ 達成  

概ねその目的を達成している（８割程度） 
３０ 

Ｂ 一部達成 

一部その目的を達成している（５割程度） 
１５ 

Ｃ 未達成 

目的を達成できなかった（３割以下） 
９ 

Ｄ 対象外 

検証の対象外とする 
１６ 

評価後の取組 項 目 数 

１ 現行 

条文に従いこれまでどおり取り組む。 
４２ 

２ 検討 

達成に向けて今後の取り組みを検討する。 
２８ 

３ 改正 

条文の改正を検討する。 
０ 

４ その他 ０ 
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 （２）概要 

   今回、議会基本条例を施行してから初めての検証を行ったが、全般として

は、評価Ａ及びＢが半数以上となる結果となったことから、基本条例に沿っ

た対応が行われてきていることを確認することができた。 

   その一方で、評価Ｃという条例の趣旨に則って活動ができていない項目

も一定程度あったことから、その課題や対応などを検討していくことが必要

となる。 

 

 

（３）今後の課題 

   安中市議会基本条例達成状況検証シートから目標を達成できなかった項

目、評価Ｃとなったものは下記のとおり。今後は課題解決に向けて重点的

に取り組む必要がある。                

 

条文 主な意見 委員会の意見 

第２章 議会及び議員の活動原則 
（議会の活動原則）第２条 第４号 

議案を提出する権利、市長
が提出する議案に対する修
正の動議を発議する権利等
を議員が有することを踏ま
えて議決権を行使し、政策
提案機能の積極的な活用に
努めること。 

・条文の趣旨に基づいた、
議会の意思としての政策提
案機能を積極的に活用でき
るよう取り組むべき。 
・議会からの政策提案機能
を進めるための勉強会等の
開催。 
 

議案提出等、積極的な
活用には至っていな
い。活用事例の調査研
究を進める。 

（議員の活動原則）第３条 第２号・第３号 

議会が言論の府であること
及び合議制の議事機関であ
ることを踏まえ、市民の代
表として議員間で討議を行
うなど、議会で十分な審議
を尽くすこと。 

・十分な審議を尽くすため
に議員間討議を行ってい
く。 
・重要な議案・事業につい
て常任委員会や全員協議会
で議員間の自由な討議を進
める。 
 

・テーマを決めて、定
期的に行う。 
・十分な審議を尽く
すために議員間討議
を実施する。 

市政の課題全般について市
民の多様な意見を把握する
とともに、自己の資質を高
めるよう不断の研鑽に努
め、誠実かつ公正に職務を
遂行し、議会及び自らの活
動を市民に分かりやすく説

・議会報告会の開催場所や
回数、内容等の検討。 
・議会報も刷新されたが更
に読んでもらえるよう工夫
する。 
・今後も SNS での発信を継
続し、視聴者を増やすこと

・広報広聴常任委員
会の設置を検討する。 
・議会改革を更に進
め、開かれた議会を目
指す。 
・議員一人ひとりが
信頼される議員を目
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明すること。 を検討。 
・広聴活動の在り方の検
討。 

指し、自らの役割や責
任を明確にするよう
努力を重ねる。 

第３章 市民と議会の関係 
（市民と議会の関係）第６条 第３項 

議会は、市民の多様な意見
を議案等の審議及び審査に
反映させるよう努めるもの
とする。 

・意見を集約する場の構
築。 
・自由討議等の積極的な導
入。 
・市民の多様な意見を議案
審査等に反映させる方法を
研究。 
 

・市民の多様な意見
を議会として集約し、
市政に反映させる方
法を検討する。 

第４章 市長等と議会の関係 
（論点の明確化）第１０条 第２項 
本会議又は委員会に出席し
た市長等は、議員又は委員
からの質疑又は質問に対
し、その論点を明らかにす
るため、議長又は委員長の
許可を得て反問することが
できる。 
 

・反問権を必要があれば適
宜行えるよう、改めて周知
する。 

・執行部と議会で反
問権についての理解
を深める。 

第５章 議会運営 
（議会運営）第１５条 第２項・ 

議会の運営に当たっては、
市民の議会に対する傍聴の
意欲が高まるよう、分かり
やすい視点及び方法で行う
ものとする。 

・一般質問時に説明パネル
の利用の検討。 
・WEB 中継や SNS 等の更な
る活用。 
・障がい者にも配慮した議
会運営を進める。 

・説明資料等をつけ
て議案を分かり易く
する。 
・議会傍聴の周知。 
・子連れの方へのキ
ッズスペースの設置。 
・議場への手話通訳
者の配置。 
・傍聴席にモニター
を設け、議案の説明資
料や一般質問であれ
ば、質問者や回答者の
氏名を映す等、工夫し
た対応。 
 

（討議による合意形成）第１６条 第１項 

議会は、言論の府であるこ
とを十分に認識し、議員間
において自由に討議を行う
ことができるよう努めなけ
ればならない。 

・十分な審議を尽くすため
に議員間討議を行ってい
く。 
・重要な議案・事業につい
て常任委員会や全員協議会
で議員間の自由な討議を進
める。 

・議員間討議のガイ
ドラインを策定し、進
め方の研修会を開催
する。 
・行政課題に対し議
員間で討議を実施す
る。 
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・自由な討議が行え
る環境 ・体制づくりの
構築。 
 

第６章 議会の活性化 
（議会事務局の体制整備）第２３条 

議会は、議会の政策及び立
案に係る能力を向上させる
とともに、円滑かつ効率的
な議会運営を行うため、議
会事務局の調査、政策法務
（条例等を政策の実現のた
めの手段として捉え、当該
政策の実現のための効果的
な条例等の立案及び執行を
行う実務をいう。）等の機能
の強化に努めるものとす
る。 

・事務局から議会局に格上
げしているところもあるの
で、そういった検討が望ま
れる。 
・今後は、さらなる政策法
務についての機能強化等も
求められる。職員増員も含
めた体制整備を求めたい。 
・現状でも議会事務局は議
会がスムーズに運営できる
よう最大限能力を発揮して
いるが、更に議会や議員が
成長するよう体制の検証の
速やかな実施。 
 

・事務局の調査機能
等の強化を図るため、
人員の増員を検討す
ると共に、幅広い業務
への対応を目的とし
た環境整備を行う。 
・議会事務局職員の
スキルアップの機会
を検討する。 

第７章 議会の災害対応 
（災害発生時の体制の整備）第２５条 第１項 

議会は、大規模災害等が発
生した場合に市民の生活基
盤の回復、整備等に必要な
予算を迅速に執行すること
ができるよう議会運営に努
めるとともに、復興に向け
て積極的に議会の役割を果
たすよう努めるものとす
る。 

・条文の趣旨を実現するた
め、議会ＢＣＰ等の策定が
求められる。 
・自宅から会議に参加でき
るようズーム等での会議の
開催ができるよう、平常時
に準備しておく。 
・防災士の資格を取得し定
期的な研修会を開催する。 
・議員の対応や行動基準を
定めておくことが重要であ
る。 
 

・議会としての役割
を果たすため、議員と
しての取り組み事項
や行動指針を整理す
ると共に、ＢＣＰの早
期作成を図る。 
・災害時を想定した
対応訓練を行う。 
・オンライン委員会
開催の実施要綱につ
いて調査 ・研究を進め
る。 
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（４）まとめ 

今回の検証は、安中市議会基本条例が令和元年５月施行となり条例制定後

６年が経過し初めての作業となった。議員ごとに検証を実施し、議会改革推

進特別委員会で検証結果のまとめ作業を実施した。検証結果は掲出したとお

りとなるが、今後は評価の段階でＣ （目的を達成できなかった）となった項

目、評価後の取り組みで２ （検討 ― 達成に向けて今後の取り組みを検討す

る）となった項目を中心に、条文の達成に向け、課題の解消に取り組んでい

きたい。評価の段階でＢ （一部その目的を達成している）となった項目につ

いても、開かれた議会を目指し、更に工夫した取り組みを進め前進させてい

く。 

また、今後の検証の在り方として今回と同様に、議会基本条例を議員全員

で定期的に検証し、議員の質を高める努力を進めるとともに、市民に信頼さ

れ頼りにされる議会を目指していく。 

 

 

 

 

 



【集計結果】安中市議会基本条例達成状況検証シート

A B C D 1 2 3 4

この条例は、議会の基本的事項を定め、議会及び議員の役割を明確に
し、その責任を果たすことにより真の地方自治を実現し、市民の幸福
と魅力あるまちづくりに 寄与することを目的とする。

4 1 14

・市民の意見に耳を傾け市民と行政のパイプ役としての役割を果た
している。
・議会及び議員の役割を明確。
・市民の意思を取り入れながら合議制に基づき賛否により議決して
いる。
・条例そのものの理解をする努力が必要。

9 2
・条文に従い、さらに議員としての役割を推進する。

Ｄ 1
評価対象外
条文に従いこれまでどおり取り組む

議会は、市民を代表する合議制の議事機関としての特性を踏まえ、次
に掲げる原則に基づいて活動する。

1 2 16

・合議制の議事機関としての特性を踏まえたの活動を展開してい
る。
・いろいろな案件について審議をつくして議決している。
・大方原則に基づき活動していると思います。

8 1
・議会の活動原則をふまえ、全議員が情報を共有し協議を
深める努力をする。

Ｄ 1
評価対象外
条文に従いこれまでどおり取り組む

第１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定により
議決すべき事件に係る議案の審議及び審査により安中市の意思決定を
行うこと。

12 2 5

・各常任委員会、予算、決算特別委員会等で十分審議審査できてい
る。
・条文どおりに意思決定を行っている。
・議案について、質疑、討論重ね評決する。
・委員会に付託された議案、請願等を討議し結論を出す。

12
・議案に対する質疑。討論を掘り下げ意見を出し合う場を
確保する。

Ａ 1
概ねその目標を達成している
条文に従いこれまでどおり取り組む

第２号
議案の審査に当たっては、資料等を積極的に公開することにより、公
正性及び透明性を確保し、市民に開かれた議会を目指すこと。

6 6 2 5

・委員会の様子はインターネットなどで公開している。
・議会改革推進特別委員会ICT部会の取組みの中で公開している。
・資料の公開を始めたことは良かった。市民にわかり易い議会を目
指すには工夫が必要である。
・案件によっては資料提出がある。
・議案をHPに公開している。
・透明性にやや欠ける気がします。

9 5

・データをグラフ化したものをパネル等で見せるまた、モ
ニターを議場内に設置し映像で資料を公開し視覚的にも分
かり易くする。
・公正性及び透明性の確保をさらに進める。
・資料提出を求めることにより十分な審議をすることがで
きる。
・議案の内容を市民にわかりやすく伝える工夫が必要。

B 2

・議案を市議会ホームページに載せる際、
市民にわかりやすい議案の要約・解説を参
考資料として添付
・常任委員会の議事録の公開

第３号
市民本位の立場から、市長その他の執行機関（以下「市長等」とい
う。）の適正な市政運営の執行に対する監視及び評価を行うこと。

4 9 1 5

・執行機関に対するチェック機関としての監視は行っているが、評
価は行っていない。
・適正な市政運営の執行に対する監視や評価を実施はしてきたが、
具体的な執行部と議会側の議場以外での会議は持てなかった。
・付託委員会で監視、評価を行うべきである。
・常任委員会予算委員会、決算委員会などで審査を行っている。
・市政運営を執行する具体的なプロセスが明らかになっていないこ
とがある。

7 7

・市民本位の立場に立った執行機関への評価とはどのよう
なものか、研究を重ねていくべき。
・新規事業（道の駅の設置、新駅設置等）や市民が興味あ
る事業について、執行部と議会と意見交換を開催し、監視
や評価につなげる。

B 1

・現状では市政運営に対する監視はできて
いる。
・市政運営の評価については、今後調査研
究が必要。

委員会の意見

前文

 議会は、市民から選挙で選ばれた議員で構成される市民の代表であ
り、市民自治の要である。
 日本国憲法は、地方公共団体の制度として、議事機関である議会を
構成する議員と執行機関である地方公共団体の長をそれぞれ住民が直
接選挙するという二元代表制をとっている。その二元代表制の下で、
市民福祉の増進と市政の発展のために、議会と市長が共に考え、市民
のために汗を流す必要がある。議会と市長とは、独立・対等の立場で
互いに尊重し、抑制と均衡を保ちながらそれぞれの特性を生かし、適
切に役割を果たすことが求められている。
 議会は、議事機関として、行政運営に対して評価・監視機能を十分
に発揮するとともに、市民の立場に立った政策の立案、提言等の機能
を強化しなければならない。さらに、まちづくりの主体である市民の
多様な意見を的確に市政に反映させるため、透明性のある議会、開か
れた議会を実現し、市民参加と市民協働を図りながら市民との意見交
換を積極的に進め、市民からより信頼される議会になることが求めら
れている。
 議員は、市民の代表であることを自覚し、その使命と任務を誠実か
つ公正に遂行するため、自己と議員相互の研鑽に努めるとともに公平
及び公正な議論を尽くして市民の負託に応えなければならない。

1 5 1 10

・市民団体との意見交換、議員活動の詳細報告も取り組み始めた。
また行政視察の報告書も作成して関係部署、市長に対して送付。今
後の市政を行う上での参考になるよう心がけている。
・透明性のある議会、市民との意見交換等は進んでいるが政策の立
案については今後進めていく課題。
・市民の多様な意見を把握するため、地域イベント等へ参加し市民
との信頼関係の構築を常に意識して活動しているが、現時点では自
身の知識や経験が十分とは言えず、議員活動の中で課題を感じてい
る。
・開かれた議会、意見交換を進めている。

7 3 1

・また、近年多発している大規模な自然災害等への対応に
ついても、議会の役割は重要なものになっている。

・市民の立場に立った政策の立案、提言等の機能の強化。
・議会報告会の工夫。

Ｄ 1
評価対象外
条文に従いこれまでどおり取り組む

各議員の評価集計 各議員の評価後の取組集計条 項 号 条文
取組状況や実績、その評価とした理由など

【主な意見】
今後の取組や改善点など

【主な意見】
評価

評価後の
取組

（目的）第１条

（議会の活動原則）第２条

〈評価〉A：達成 B：一部達成 C：未達成 D:対象外
〈評価後の取組〉１：現行 ２：検討 ３：改正 ４：その他
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A B C D 1 2 3 4
委員会の意見各議員の評価集計 各議員の評価後の取組集計条 項 号 条文

取組状況や実績、その評価とした理由など
【主な意見】

今後の取組や改善点など
【主な意見】

評価
評価後の
取組

第４号
議案を提出する権利、市長が提出する議案に対する修正の動議を発議
する権利等を議員が有することを踏まえて議決権を行使し、政策提案
機能の積極的な活用に努めること。

1 5 9 3

・議会議案の提出、議案の修正には取り組んでいる。
・修正動議は数回行った。ただし、政策提案機能の積極的な活用は
まだできていない。
・条文にある政策提案機能の積極的な活用はなされていない。
・議決権を行使し、政策提案機能の活用に努めている。
・修正動議は少ないが、ある場合は全員協議会で協議すべき。
・議会が進むべき方向性は示されているものの具体的な行動が伴っ
ていない。

5 9

・条文の趣旨に基づいた、議会の意思としての政策提案機
能を積極的に活用できるよう取り組むべき。
・議会からの政策提案機能を進めるため勉強会を開催す
る。

C 1
議案提出・修正動議は過去におこなってい
るが、積極的な活用には至っていない。活
用事例の調査研究が必要。

第５号 意見書の提出により、国会又は関係行政庁への意見表明を行うこと。 11 2 3 3

・ほとんどの定例議会で多くの会派がそれぞれの立場で意見書の提
出を行っている。
・意見書の提出に関われていない。
・意見表明をしている。
・意見書の提出の運用を適切に行っている。
・今まであまり取り組んでいない。
・積極的に行っている。

11 3 1
・意見書提出後の国会や関係行政庁の変化や達成度を監視
する。

A 2

・意見書の提出は積極的に取り組んでい
る。
・意見書を提出したことによる関係行政庁
の変化や進捗状況の監視は必要。

・議会報告会、団体との意見交換会に取り
組んでいる。
・議会報告会は、更なる市民参加を促すた
めに地区ごとの開催を検討する。
・報告会においては意見交換時間におけ
る、内容の工夫について検討の余地があ
る。テーマを数個に絞ることも検討する。
・参加者を増やすための工夫が必要。議員
個人の直接の声がけは特に重要。
・議会報告会以外にも市民の意見を聞くた
めの催しを調査、研究し実施を目指す。

第７号 把握した多様な意見を基に政策の立案、提言等を行うこと。 3 10 3 3

・政策立案や提言を行う為の仕組みができていない。
・意見交換終了後、各委員会で話し合いをしその内容の報告書をつ
くり、その中で市長への提言も示し提出している。
・全般的に政策立案、提言等に取り組めていない。
・市民の多様な意見を聞く議会報告会の開催は始めた。議員一人一
人の日常活動から市民の声を聴いている。議員個人では政策実現の
ため、一般質問をしている。議会全体としては実施できていない。
・市民の多様な意見を尊重し市政の課題の解決を図るために提言な
どまとめている。
・意見交換会で出された意見等を政策にするには至っていない。
・政策の立案を行う政調会などの立ち上げに努力すべき。
・報告書ベースでは提言しているもののその実行性において評価さ
れるものは少ない。

6 9

・市民参加機会の充実は、議会をもっと理解してもらう必要があ
る。
・議会改革の方針として各常任委員会の所管する事務に関係する団
体と意見交換を行っている。また議会報告会や高校生との意見交換
を通して市民の多様な意見を把握し市長に対しても提言を行ってい
る。
・市民参加の充実は図っているが、まだまだ十分ではない。
・年2回安中地区、松井田地区で全議員が参加する議会報告会を令
和5年度から開催してきた。しかし、一部の市民の方しか参加しな
い。
・議会改革推進特別委員会を設置し、その目的に従い、諸団体との
意見交換を実施している。
・議会報告会、各種団体との意見交換会は実施されているものの機
会は少ない。

5 9
市民の多様な意見を把握し、市政に反映することができるよう、市民
参加の機会の充実に努めること。

3 10

・先進自治体等の調査を行うなど、早急にしっかりと取り
組んでいく。
・議会報告会を細かく各地区で開催し、多様な意見を聴く
機会を増やす。他団体との意見交換会を担当委員会毎に始
めたので、出された意見をまとめて。必要であれば執行部
に議会として提言する。
・政策の構想の実現のために必要な仕組みを提案する。

B 2

第６号 2 4

・様々なチャンネルを活用して、さらに積極的な市民参加
の機会の充実を図っていくべき。
・市民との意見交換会をさらに工夫して進めていく。
・更なる達成に向け取組を検討する。
・市民参加の機会は催しなどあったらこちらから出かけて
声を聴くなどしてみても良いかと。

B 2

・政策立案の仕組みづくりが必要。
・委員会機能の充実
・政策立案に向けた議員のスキル向上
・事務局に専門職員を置く。
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A B C D 1 2 3 4
委員会の意見各議員の評価集計 各議員の評価後の取組集計条 項 号 条文

取組状況や実績、その評価とした理由など
【主な意見】

今後の取組や改善点など
【主な意見】

評価
評価後の
取組

議員は、市民の代表であることを自覚し、次に掲げる原則に基づいて
活動する。

1 5 1 11

・議案等の審議、審査は行っているが今後議員間討議を行っていく
準備を行っていく。
・全員協議会の場で一人一人の意見を聞き議論等は一方向だが議員
間討議については今後実施していく予定である。
・条文に評価する内容が含まれていないため対象外。
・市民の代表としての議会を構成する議員のあるべき活動原則を規
定している。

17 1
・常に市民の代表であることを自覚し行動する事。

Ｄ 1
評価対象外
条文に従いこれまでどおり取り組む

第１号 議案等の審議及び審査を行うこと。 9 5 5

・上程された議案、条例等について事前に勉強し議員同士で意見交
換をし、審査のうえで必要があれば質疑をし審査を行っている。
・重要な議案については全協や各種常任委員会で議員間討議を進め
られなかった。議員間での議案の深堀はされていない。
・議案の審議を尽くしている。
・議案の審議は各委員会に付託し、より細かく審議している。
・各議員活発に行われている。

11 3
・議員間での自由討議の場を作る。電子表示の採決モニ
ターを導入する。
・さらなる充実をはかる。

Ａ 1
概ねその目標を達成している
条文に従いこれまでどおり取り組む

第２号
議会が言論の府であること及び合議制の議事機関であることを踏ま
え、市民の代表として議員間で討議を行うなど、議会で十分な審議を
尽くすこと。

1 5 10 3

・議員間の自由討議はまだ議会としては取り組んでいないため。た
だし全協の中で議員間で議論は行っているため。
・議員間での討議はできていない。
・会派会議や全員協議会などで審議をしている。
・議員間での討議はこれからの課題と考えます。
・議員間討議はある程度できていると思う。

6 8

・規定はできているので折を見て、十分な審議を尽くすた
めに議員間討議を行っていく。
・重要な議案や大きな事業について常任委員会単位での議
員間の自由な討議を進める。大きな重要事項であれば全協
で議員間討議を進める。

C 2
・テーマを決めて、定期的に行う。
・規定を活用して十分な審議を尽くすため
に議員間討議を実施する。

第４号
議会の構成員として、一部の団体及び地域の代表にとどまらず、市民
全体の福祉の向上を目指して活動すること。

7 4 3 5

・団体や地域の代表としては福祉の向上についての活動はあるが市
民全体としては未達成である。
・地域のことに関ることが多いが、市内全体のことを考えるよう心
がけている。
・議員一人一人が条文通りに取り組んでいるかは甚だ疑問が残る点
がある。
・市民全体の福祉向上を目指した活動をしている。
・より広く市民に寄り添った活動は出来ていない。
・福祉の向上はそうあるべきでできていると思う。

9 3
・自覚していけるよう取り組む必要がある。
・幅広く市民の意見を聴く機会をどう作っていくかを協議
していく。

B 2
議会の構成員として議員一人ひとりが、
テーマや目標を持って、より具体的に議論
をしていく。

第３号
市政の課題全般について市民の多様な意見を把握するとともに、自己
の資質を高めるよう不断の研鑽に努め、誠実かつ公正に職務を遂行
し、議会及び自らの活動を市民に分かりやすく説明すること。

3 9 4 3

・活動報告を議会報やHP,SNSなどを通じて行っているが、市民の
意見集約などを行う仕組みづくりが必要。
・市民向けの議会報告を通じて市民に説明している。
・議員一人一人が条文通りに取り組んでいるかは甚だ疑問が残る点
がある。
・議会報告会を年２回（安中地区・松井田地区）議員全員参加で開
催できた。また、議会報も年4回発行し、市民への報告を進めてい
る。議会報も読んでもらえるように、リニューアルできました。
・「議会だより」を通じて、議案の審議結果や議員の一般質問を広
報している。
・議員みずから地域活動の中で説明していると思う。
・日々の活動を振り返ると課題もある。活動の上で心していきたい
です。
・各議員間における取組の格差が生じていると思われる。

8 8

・自覚していけるよう取り組む必要がある。
・議会報告会を地区毎にもう少し細かく開催し多くの市民
に参加してもらう。議会報も読んでもらえるように更に工
夫する。SNSでの発信を始めましたが視聴者が少ないのが
課題。今後もSNSでの発信を継続する。
・広聴活動の在り方について今後の取組を検討する。
・勉強会やロープレをする必要あり。

C 2

・広報広聴の常任委員会を設置し、積極的
に取り組んでいく。
・信頼される議員を目指し、自らの役割や
責任を明確にするよう努める。

（議員の活動原則）
第３条
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A B C D 1 2 3 4
委員会の意見各議員の評価集計 各議員の評価後の取組集計条 項 号 条文

取組状況や実績、その評価とした理由など
【主な意見】

今後の取組や改善点など
【主な意見】

評価
評価後の
取組

議員は、議会活動を行うために、２名以上で会派を結成することがで
きる。

7 2 1 9

・基本的な考え方をする議員どうし会派を組んでいる。
・条文に評価する内容が含まれていないため対象外。
・会派での活動として知識を深めたり市民との交流を進めている。
・同じ主義、主張の考え方の人が会派を組むべき。
・一人でも会派として認めてほしい。

12 1
・さらに研修や自己研鑽に努める。
・市民の多様な意見を聴く機会を増やし市政につなげる。

A 1
概ねその目標を達成している
条文に従いこれまでどおり取り組む

会派は、必要に応じて会派間で調整を行い、少数意見に配慮した上で
議会の合意形成に努め、円滑かつ効果的な議会運営を図るものとす
る。

10 4 4

・会派連絡協議会において少数意見であっても市民生活の向上につ
ながるものであれば取り上げて各会派で協力して議会運営につとめ
ている。
・一部では行っているが、少数意見に配慮した合意形成とは言い難
い。
・会派間で会議をしている。
・少数会派を充分に協議し合意形成を図り意見を共有する。
・これまで合意形成に努めている。
・少数意見をだれがどのように配慮するのかという部分が不明であ
る。

11 2 1

・条例どおりに行っていくのなら、会派内外の調整が必要
と思われる。
・十分な協議の時間をとれるように心がける。
・効果的な議会運営図るため取り組んでいきたいです。

A 1
・おおむね、取り組んでいる。
・会派間で協議を行い、効果的な議会運営
を行っていく。

会派は、政策の立案、提言等及び調査研究並びに市民への広報広聴に
資するため、安中市議会政務活動費の交付に関する条例（平成１８年
安中市条例第７号）に基づく政務活動費を有効に活用しなければなら
ない。

11 4 1 3

・政務活動費については行政視察、会派として質を高めるための書
籍等に有効的に使用している。
・会派として政務活動（研修）と年2回の会報を発行し、市民に周
知している。
・政策立案など調査研究を行う視察勉強等はとても必要であるが。
積極的に取り組めていないようである。
・活動費を余らせている。
・有効に活用しているとは思えない。使途について詳細な説明書、
理由書等を作成すべきではないか。

13 1
・さらに自己研鑽や課題解決に向け活用していく。
・充分に有効に活用できるよう取り組んでいきたいです。
・研修等の積極的な参加。

Ａ 1
概ねその目標を達成している
条文に従いこれまでどおり取り組む

会派の代表者は、政務活動費の活用に当たっては、適正性及び透明性
を確保し、当該政務活動費の使途及び活用の結果を積極的に公開して
市民に対する説明責任を果たさなければならない。

15 2 1 1

・領収書の公開もスタートしたため
・使途、活動内容の報告をしている。
・政務活動費について会派の会計、監査のもと公開している。
・市議会ホームページにより、使途及び活用結果を公開している。
・市民にわかりやすい広報活動。
・政務活動費を活用した視察や研修についてはその内容を要約し、
HPにアップしている。
・有効に活用しているとは思えない。使途について詳細な説明書、
理由書等を作成すべきではないか。

15 ・説明の機会を工夫する。 Ａ 1
概ねその目標を達成している
条文に従いこれまでどおり取り組む

（政務活
動費）
第５条

第１項

第２項

・各会派は市の抱える課題や進められている政策に関連したテーマ
で先進地域に行政視察又は研修会に参加し政策立案につなげてい
る。
・行政視察を行い調査、研修し報告している。
・行政視察など他県市町村の良い政策や安中市に必要な政策を調
査・研究し学習の場を設けている。会派としての政策立案はできて
いないが、それぞれの議員が一般質問等で提案・提言している。
・市民からの声を一般質問や要望として市政に届けている。
・市の行政課題を踏まえ行政視察を行い、先進事例等について市執
行部に対し、要望・提言を行っている。
・議会議案が提出できるよう調査、研究に努めるべき。
・政務活動費を最大限まで活用し研究しているとは言えない。余ら
してしまっている。

12 3 2
・会派として政策立案を検討する。
・会派毎の勉強会等を行う。

（会派）
第４条

第１項

第３項

第２項
会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で結成するもの
であって、政策の立案、提言等に資するための調査研究に努めなけれ
ばならない。

6 9 1 3

・今後は調査研究を活かした政策提言等をこと細かに行っ
ていくよう努める。
・会派として政策立案を検討する。
・会派毎の勉強会等を行う。
・積極的に研修等に参加する。

B

13



A B C D 1 2 3 4
委員会の意見各議員の評価集計 各議員の評価後の取組集計条 項 号 条文

取組状況や実績、その評価とした理由など
【主な意見】

今後の取組や改善点など
【主な意見】

評価
評価後の
取組

市民との意見交換の場に関することは、別に定める。 10 4 1 4

・意見交換の内容について現在はすべてのところで同じ内容となっ
ている。
・各種規定を定めている。
・基本条例で規定を作成している。
・状況により柔軟に行なえた。
・議会改革推進特別委員会に「住民参画部会」が設けられている。

13 3
・広聴委員会の設置を検討。
・常に問題意識を持ち改善に心がける。

Ａ 1
概ねその目標を達成している
条文に従いこれまでどおり取り組む

議会は、市民の多様な意見を議案等の審議及び審査に反映させるよう
努めるものとする。

1 11 5 2

・多様な意見を集約する機会がなかった。審議や審査に反映できた
ものはないように思う。
・議員個人の見解での審議が多い。
・市民の多様な意見を反映させることについて、現状では個々の議
員の裁量に委ねられており議会としての方法が定まっていない。
・市民の多様な意見を議会報告会を開催し聞き取っている。出され
た意見を議会全体としてあまり討議が出来ていない。
・市民の多様な意見の反映に努めている。
・意見交換会等内容を書面で担当部局に伝えている。

6 10

・意見を集約する場の構築。
・自由討議等の積極的な導入、活用。
・市民の多様な意見を議会として議案審査等に反映させる
方法について研究していくことも必要か。

C 2
・現状は議員の裁量に委ねられている
・意見を集約し、市政に反映させる方法を
検討する。

議会は、請願及び陳情を市民による政策の提案と位置付けるとともに
その審議においては公聴会等を利用して、当該請願及び陳情の提案者
の意見を聴く機会を設けるよう努めるものとする。

17 2
・請願者の同席、発言等を認め、実際に運用しているため。
・請願者に委員会に出席してもらい説明等している。

16
・政策の提案を位置づけ、公聴会等を活用し、さらに意見
を聴く機会を設ける。
・代表者一名と紹介議員代表者のみの説明者とする。

Ａ 1
概ねその目標を達成している
条文に従いこれまでどおり取り組む

1

（市民と
議会の関
係）
第６条 第２項

第３項

・高校生・団体等との意見交換会や、議会
報告会を開催するなど取り組みはできてい
る。
・内容については、課題を見直していくな
ど、より充実を図っていく。

（市民への情報公開）
第７条

議会は、議会活動全般において自らの透明性を高めるとともに、市民
に対する説明責任を果たすために、議会活動に関する情報、関連資料
等を積極的に公開するものとする。

11 7 1

・常任委員会、特別委員会、会派活動についての報告は出来てい
る。活動費の公開についてはすべて行っているとは言えない。
・ICT部会、住民参画部会において市民への発信、透明性を高めて
いるがまだ課題も多い。
・HPにおいて議案等を公開し、傍聴者には議案に関する資料を貸
し出している。
・議会報での情報発信やSNSで常任委員会、予算・決算特別委員会
をビデオ録画し編集し映像配信している。
・市議会ホームページでの議員プロフィールや公約の公開、本会議
の映像配信を行っている。
・議会活動の情報や関連資料を積極的に公開について議員全体の意
見の聴取。
・現在の議会のひろばや議会報告会のみで説明責任を果たしたとは
いえない。

12 4

・委員会の質疑内容等の公開などについて検討
・議員が資料請求したものの公開など検討
・特別委員会の資料等の公開検討
・今後は議会活動に関する情報、関連資料等をWEB公開す
る等の方法も必要。
・広く多くの市民の方々に活動を知っていただくよう、さ
らに努力し発信する。

A 1

・委員会等の様子をSNSで発信しており、
取り組みはできている。
・投稿した動画の視聴回数が少なく、内容
についての改善が必要。
・ぎかいの広場は現行のまま進めていくの
が良い。

・SNSや議会だよりで応募している旨を広く周知してい
く。
・開催回数や開催形式等に課題が見受けられるため、より
市民ニーズに応えられるよう、規定の変更も含めた取り組
みが必要。
・地区毎の開催などもう少し細かく議会報告会を開催す
る。

A 1
議会は、市民の多様な意見を把握し、政策の立案、提言その他の活動
に反映させるとともに、市民との意見交換の場を設けることにより、
市民が議会の活動に参加する機会の充実を図るものとする。

8 9

・高校生、諸団体との意見交換会をスタートしたが、一方からの打
診によるもので、公募しているものの応募がまだない。
・市民との意見交換は不十分。政策立案、提案をするだけのスキル
は今のところ持ち合わせていない。
・様々な市民との意見交換を通して市民の皆さんの議会参加の働き
かけをやっている。今後はやる回数を増やし多くの方が参加しやす
くすること。
・定期的に議会報告会を開催し市民の意見の把握に努めている。
・議会報告会や高校生との意見交換会、各種団体との意見交換会を
行い、市民との意見交換を積極的に行っている。
・各常任委員毎では地域団体との意見交換会を開催している。

9 8

（請願及び陳情）第８条

第１項

14



A B C D 1 2 3 4
委員会の意見各議員の評価集計 各議員の評価後の取組集計条 項 号 条文

取組状況や実績、その評価とした理由など
【主な意見】

今後の取組や改善点など
【主な意見】

評価
評価後の
取組

議会は、二元代表制の一翼として、市長等と議会が有する権限及び役
割の違いを認識し、常に一定の緊張関係を保ちながら議事機関として
の役割を果たしていくものとする。

3 3 1 12

・二元代表制の一役を担いその役割を果たすべき努めている。
・馴れ合い議会にならない様に緊張関係をいつも持って望む。
・一定の緊張関係が存在しているとは思えない。（現に否決された
議案がない）

9
・緊張関係を保ち市政の意思決定する機関としての役割を
果たす努力をさらに進める。

Ｄ 1
評価対象外
条文に従いこれまでどおり取り組む

本会議における一般質問は、広く市政上の論点及び争点を明確にする
ため、一問一答方式で行うことができる。

15 3 1
・方式に則り行っている。しかし市政以外の質問もみられる。
・一問一答方式を推進し、論点及び争点を明確にしている。

16 1 ・常に論点の明確化に努める。 Ａ 1
概ねその目標を達成している
条文に従いこれまでどおり取り組む

本会議又は委員会に出席した市長等は、議員又は委員からの質疑又は
質問に対し、その論点を明らかにするため、議長又は委員長の許可を
得て反問することができる。

1 1 10 7
・実際の運用がみられないため。
・市長等からの反問については、本条例策定以降、一度も行われて
いない。

8 8
・反問権があることは理解しているはずなので、必要であ
れば適宜行えるよう、改めて周知すべきか。

C 2
・執行部と共に、反問権について、理解を
深める。

議会は、市長等が提案する重要な政策等について、当該政策等の形成
の過程の透明性を図り、かつ、議案の審議を通じて当該政策等の水準
の向上を高めることに資するため、次に掲げる事項に関する必要な説
明を求めることができる。

3 6 10 ・条文に評価する内容は以下の項目に続くので対象外。 10 3

・本会議、委員会での資料請求、全協での説明資料など、
これらの項目を様式化したものがあると良い。
・重要政策については丁寧に説明会を開催し、議員からの
意見反映場をつくる。

Ｄ 1
評価対象外
条文に従いこれまでどおり取り組む

第１号 政策等を必要とする背景及び根拠 8 3 7
・全協等での説明において資料を示していただいているため。
・執行部からの説明はすでに行われている。
・常に背景等を知ることを意識している。

13 3 ・重要政策については丁寧な説明を求む。 A 1

・おおむね、目標達成している。
・本会議、委員会での資料請求、全協での
説明資料など、これらの項目を様式化した
ものがあると良い。

第２号 政策等の提案に至るまでの経緯 8 2 1 8
・全協等での説明において資料を示していただいているため。
・執行部からの説明はすでに行われている。

13 1 ・重要政策については丁寧な説明を求む。 A 1

・おおむね、目標達成している。
・本会議、委員会での資料請求、全協での
説明資料など、これらの項目を様式化した
ものがあると良い。

第３号 他の自治体における類似する政策等との比較検討の内容 4 6 1 8

・議長会を通しての類似はあるが自治体の異なる取り組みは少な
い。
・例えば市民農園、他市ではできているのが当市ではまだ出来てい
ない。

9 4
・類似政策との比較検討していく。
・達成に向けて取組を検討する。

B 2

・本会議、委員会での資料請求、全協での
説明資料など、これらの項目を様式化した
ものがあると良い。
・他市の事例の説明を議員が求めるよう努
める。

第４号 政策等の策定過程における市民の参画の有無とその内容 3 5 3 8

・重点的な政策についてはもっと説明会を開く。
・アンケート、ワークショップ、意見交換会など市民の参画に取り
組めている。
・市民とのワークショップなどで市民参加の機会が多い。

4 5

・必要に応じて説明を求めていく。
・策定過程での説明会はされていない。ある程度決定して
からパブリックコメントで意見聴取するのでもっと早い時
点で意見を聴く場の設定。

B 2

・本会議、委員会での資料請求、全協での
説明資料など、これらの項目を様式化した
ものがあると良い。
・説明要求や資料請求を心がける。

第５号
安中市総合計画条例（平成２９年安中市条例第２２号）第２条第１号
に規定する総合計画（第１４条第１号において「総合計画」とい
う。）における根拠又は位置付け

7 2 1 9
・全協等での説明において資料を示していただいているため。
・総合計画に基づいており、概ね順調に対応している。

11 2 Ｄ 1
評価対象外
条文に従いこれまでどおり取り組む

第６号 財源措置 8 2 8 ・全協等での説明において資料を示していただいているため。 12 Ｄ 1
評価対象外
条文に従いこれまでどおり取り組む

第７号 将来にわたる効果及び費用 4 6 1 8
・議案や予算審議等、明らかにする場合もある。
・丁寧な説明の機会が少ない。
・財源不足にならない様に将来性を考えて取り組む。

9 4
・将来の効果や費用を検証し説明する機会を作る。
・更なる達成に向けて取組を検討する。
・もう少し現実に則した未来設計ができたらいい。

Ｄ 1
評価対象外
条文に従いこれまでどおり取り組む

（市長等との関係）第９条

（論点の
明確化）
第１０条

第１項

第２項

（政策等の説明）第１１条

15



A B C D 1 2 3 4
委員会の意見各議員の評価集計 各議員の評価後の取組集計条 項 号 条文

取組状況や実績、その評価とした理由など
【主な意見】

今後の取組や改善点など
【主な意見】

評価
評価後の
取組

議会は、予算及び決算の審議においては、前条の規定に準じて、市長
に政策別又は事業別の分かりやすい説明を求めることができる。

10 5 2 2

・一部会派が資料請求をしているが、項目などが１１条に準じてい
るわけではない。
・重要な問題に対しては、全協などを通じて執行部、担当部署より
説明がある。
・市長に対して行ったことはないが、内容を理解するため質疑し説
明を求めている。
・執行部からの説明はすでに行われている。
・予算及び決算は特別委員会で対応しているので分かりやすい。

12 5
・予算・決算審査において金額の算定根拠などわかりやす
い資料を提出してもらいたい。
・今後も継続していけるよう求めていく。

Ａ 1
概ねその目標を達成している
条文に従いこれまでどおり取り組む

市長等は、議会又は議員から、市長等が執行する事務に関する資料の
提出又は説明の要求があったときは、誠実に対応するものとする。

14 2 1 2
・適切に行われている。
・議会側での資料請求で対応している。

15 ・今後も継続していけるよう求めていく。 Ａ 1
概ねその目標を達成している
条文に従いこれまでどおり取り組む

議会は、市長等とともに責任を負いながら計画的かつ透明性の高い市
政運営に努めるため、地方自治法第９６条第２項の規定により議決す
べき事件として次に掲げるものを定める。

1 1 1 15 ・条文に評価する内容は以下の項目に続くので対象外。 9 Ｄ 1
評価対象外
条文に従いこれまでどおり取り組む

第１号
総合計画（安中市総合計画条例第２条第２号に規定する基本構想に限
る。）を策定し、変更し、又は廃止すること。

11 3 2 3
・総合計画などの取り組み、進捗状況については報告を受けてい
る。
時代に合った総合計画にするため変更や廃止は常に必要である。

11 1 2

・「基本構想に限る」のところを「基本構想、同第３号に
規定する基本計画に限る」などとする。
・総合計画策定審議会等で議論中から議会側からの考え方
や意見が反映できるよう全協報告をこまめに聴き、意見を
聴く場を設けてはどうか。

Ａ 1
概ねその目標を達成している
条文に従いこれまでどおり取り組む

第２号

市政の各分野における政策及び施策の基本的な方向性を定める長期に
わたる計画又は指針（市長等による行政内部の管理に係る計画又は指
針を除く。）のうち、特に重要なものを策定し、変更し、又は廃止す
ること。

10 4 1 4
・すでに行われているものもあるが、具体的に示していないのでわ
かりづらい面もある。

13 2
･条文にある特に重要なものについて、今後は具体的に示す
べきかどうかの検討が必要。

Ａ 1
概ねその目標を達成している
条文に従いこれまでどおり取り組む

議会は、公正性及び透明性を確保し、多様な観点から市長等の事務の
執行に対する監視及び評価並びに政策の立案、提言等に係る機能を十
分に発揮することができるように、円滑かつ効果的な運営に努め、合
議制の議事機関である議会としての役割を果たすものとする。

5 2 12
・文言や内容に問題はないため対象外。
・円滑かつ効果的な運営に努め役割をはたしている。

11
・公平性と透明性を常に確保する事を念頭に置き運営にあ
たる。

Ｄ 1
評価対象外
条文に従いこれまでどおり取り組む

議会内での申合せ事項は、不断に見直しを行うものとする。 16 2 1 ・必要に応じて申し合わせ事項の見直しを行っている。 14 2

・例規との整合性を必ず議員も含めて確認ができるような
心づもりが大事だと考える。
・常に問題意識を持ち、話し合いの場を作り見直してい
く。

Ａ 1
概ねその目標を達成している
条文に従いこれまでどおり取り組む

議会の運営に当たっては、市民の議会に対する傍聴の意欲が高まるよ
う、分かりやすい視点及び方法で行うものとする。

3 11 4 1

（議会への説明）第１３条

（議決事件の追加）第１４条

（議会運
営）
第１５条

第１項

第３項

第２項

・議案のわかりやすい資料（スライドとか）の公開。
・一般質問時のパネル作成・利用など。
・今後は、WEB中継やYouTubet等のさらなる有効活用をし
ていく。
・新庁舎で解決する部分はあるが、市民の方が傍聴しやす
く分かりやすい方法を検討する。
・障がい者の方への配慮。

Ｃ 2

・議案の公開には取り組んでいるが、説明
資料等をつけて議案を分かり易くする。
・議会傍聴の周知をＳＮＳや議会ホーム
ページ、広報誌等のあらゆる媒体で行う。
・子どもを連れてきた方も安心して傍聴で
きるようキッズスペースを設ける。
・バリアフリーで車椅子でも傍聴可能な議
場、議場に手話通訳者を配置して議会を開
催する。新庁舎で解決する部分はあるが、
より傍聴の意欲が高まるよう配慮する。
・傍聴席にモニターを設け、議案の説明資
料や一般質問であれば、質問者や回答者の
氏名を映す等、工夫した対応。

・議案の公開などは取り組んでいるが足りないと感じる。
・令和5年3月に安中市議会傍聴規則から「児童及び乳幼児は議場に
入ることができない」との文言を削除し、傍聴の門戸を開いてい
る。また、傍聴者には議案参考資料等の貸し出しを行っている。
・市議会HPで議案書の公開を始めた。また、傍聴者に必要があれ
ば議案書の貸し出しを始めたことは良かった。
・自由な傍聴が認められているが席が狭く暗い。目に見える電子採
決機能やモニター等を活用した議案の説明等は進んでいない。車椅
子は傍聴席に入れない。
・議会でのネット配信や議会日程や一般質問事項についても広報に
努めている。

7 9

（予算及び決算における政策
説明）第１２条
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A B C D 1 2 3 4
委員会の意見各議員の評価集計 各議員の評価後の取組集計条 項 号 条文

取組状況や実績、その評価とした理由など
【主な意見】

今後の取組や改善点など
【主な意見】

評価
評価後の
取組

議会は、言論の府であることを十分に認識し、議員間において自由に
討議を行うことができるよう努めなければならない。

3 5 10 1

・今後やっていく予定のため。
・正式な議員間討議はまだ行っていない。
・議員間における自由討議はこれまで行われなかった。
・視察先の自治体議会と比較して実施されているとは言えない。

6 10

・規定は出来ているので、折をみて、十分な審議を尽くす
ために議員間討議を行っていく。
・安中市の大きな事業や議案等において議員間討議を進め
る。全協を開催しての討議や各種常任委員会での討議。
・自由な討議が行える環境づくりが必要。

Ｃ 2

・規定はできているので、まずは委員会等
で議員間において自由討議を実施してみ
る。
・議員間討議のガイドラインを策定し、や
り方の研修会を開催する。
・行政課題に対し議員間で討議を実施す
る。
・自由な討議が行える環境・体制づくりが
必要である。

議会は、本会議及び委員会において、議案並びに請願及び陳情に関し
て審議し、結論を出す場合は、議員相互の討議を尽くして合意の形成
に努めるものとする。

8 9 2

・議案並びに請願審査は行われている。議員間討議は行う予定で準
備。
・議員相互の討議を尽くした合意形成との努力義務は、十分に果た
しているとはいえない。
・請願や陳情は常任委員会で提出者が説明する場を作るなど進んで
きた。しかし、議員間での討議は進んでいない。
・付託された委員会で討議を行っている。
・付議された委員会を重視し議員相互の討論により議決。
・委員会限定でできている。

9 8

・請願については、議論をつくす流れができてきつつある
が、議案の審査等での議員間の討議がなされていない。
・議案審査における議員相互の討議について、方法論も含
めて検討すべき。
・全協や常任委員会等で議員間による自由討議を進めてい
く。まずはやってみることが大事。

Ｂ 2

・安中市議会では議員間討議は進めて来な
かったため、全員協議会の場で試しに現在
の事業について議員間討議を実施してみ
る。
・議長・委員長等は、議員間での討議を中
心とした会議を運営し、結果を市政に反映
させられるよう意見集約に努める。

議員は、本会議において一般質問を行う権利を有する。 6 2 11
・文言や内容に問題はないため対象外。
・議員の意思に基づいて申し出、全員の質問を認めている。

11 2
・ICTを導入し、モニター等を使い、グラフでのデータや写
真などを活用し、目から見てもわかりやすく改善する。タ
ブレット端末の導入で変化していく。

Ｄ 1
評価対象外
条文に従いこれまでどおり取り組む

一般質問は、行財政全般にわたって市長等に対して疑義をただし、
政治姿勢、政策等に対する責任を明確にさせることを目的とする。

8 2 9

・行財政全般にわたって疑義ただし、政治姿勢、政策等に対する責
任を明確にさせている。
・行政全般について市長に疑義すべきを市以外の質問もあり検討を
要する。

14
・市民の多様な声に耳を傾け、行政の課題に向き合い改善
されるよう一般質問に取り組む。

A 1
概ねその目標を達成している
条文に従いこれまでどおり取り組む

一般質問における論点及び回答は、これを公開する。 17 2
・録画配信や議会のひろばにおいても公表している。
・議会報やWEBにて公開している。

15 2
・一般質問のショート動画を作成しSNSで公開する。
・観てもらえるように工夫し取り組む。

Ａ 1
概ねその目標を達成している
条文に従いこれまでどおり取り組む

本会議における議案等に対する賛否は、これを公開する。 17 1 1 ・議会報やWEBにて公開している。 15
・閉会日に市のラインやインスタなどで公表するのもよい
かと考える。

Ａ 1
概ねその目標を達成している
条文に従いこれまでどおり取り組む

議会は、議案その他多様な政策等を効率的かつ詳細に審査するととも
に、新たに生ずる行政課題等に迅速かつ的確に対応するため、事案の
専門性、特性等を考慮し、委員会を適切に活用するものとする。

9 2 8
・文言や内容に問題はないため対象外。
・常任委員会を3つ設置し、適時、特別委員会を創設している。

14 Ａ 1
概ねその目標を達成している
条文に従いこれまでどおり取り組む

委員会は、当該委員会の所管に関わる市政の課題について、市長等が
提案する議案等の審査及び当該委員会の所管事項の調査を積極的に行
うものとする。

10 8 1

・所管事項の調査があまりできていない。
・閉会中に必要により委員会を開催している。
・委員会での議案調査は積極的に行っている。
・所管事項の調査を積極的に行っている。
・現地調査や閉会中の継続審査の実施、課題に基づいた行政視察を
行っている。

9 6

・閉会中でも所管事務について担当課から説明を求めるな
どがあってもいいと考える。
・閉会中の先進地への行政視察や担当課を講師にした今後
の課題や現状把握等の学習会の開催を検討してみる。
・所管事項の専門的に調査、研究する機会を増やし、適切
に取り組む。

Ａ 2

・今後も市長提案の議案等の現地調査を実
施し理解を深め議論する。
・閉会中でも委員会を開催し市長が提案す
る事業等や所管事項の調査を積極的に実施
する。
・委員会として市長が提案する事業や所管
事項の他市町村の先進地行政視察を実施
し、執行部に良かった点や安中市に取り入
れて欲しいものの報告を実施する。
・閉会中に委員会を開催し、委員会に所管
の行政課題等を担当課に来てもらい研修会
や学習会を実施する。

（委員会
運営）
第１９条

第１項

第２項

（討議に
よる合意
形成）
第１６条

第１項

第２項

（一般質
問）
第１７条

第１項

第２項

第３項

（賛否の公開）第１８条
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A B C D 1 2 3 4
委員会の意見各議員の評価集計 各議員の評価後の取組集計条 項 号 条文

取組状況や実績、その評価とした理由など
【主な意見】

今後の取組や改善点など
【主な意見】

評価
評価後の
取組

委員会の委員は、当該委員間における討議を通じて、その所管する市
長等の事務の執行に対する監視及び評価並びに政策の立案、提言等を
積極的に行うものとする。

6 6 6 1

・委員会提案の議案も出したことがない。
・委員会での議員間討議をはじめとした監視及び評価、政策立案も
未だしっかりとは行えていない。
・議案の審議は適切に行われているが、閉会中の審議はあまり活発
に行われていない。
・討議を尽くしている。
・当該委員間において、所管の事務の執行に対し、監視及び評価並
びに政策の立案、提言等を行っている。
・政策の立案や提言等はできていない。
・当該委員は所管する事務の執行や監視、政策の立案までなかなか
介入できない。

7 10

・委員会付託された議案等を精査し、条文にあるような委
員会機能を積極的に行えるよう検討していく。
・複雑化、専門化する行政課題に対応するため、閉会中に
委員会を今まで以上に開催し、学習会や講演会、議員間自
由討議も行ってみる。
・専門性を高めあい、さらに、監視及び評価並びに政策の
立案、提言等を行う。

Ｂ 2

・規定はできているので、まずは委員会等
で議員間において自由討議を実施してみ
る。
・議員間討議のガイドラインを策定し、や
り方の研修会を開催する。
・安中市議会では議員間討議は進めて来な
かったため、全員協議会の場で試しに現在
の安中で進めている事業について議員間討
議を実施してみる。

議会は、議員の政策の形成及び立案に係る能力の向上を図るため、議
員の研修の充実に努めるものとする。

2 14 2 1

・委員会の研修を通じ報告書を作成。ただ個人の受け止め方に差が
ある。
・議員研修は１回のみ行い、その後は行えていない。
・独自の研修会の開催は行われていない。
・議員の研修は少ないと思う。
・県市議会議長会が実施する研修会に参加している。
・議員の政策の形成及び立案に係る市独自の研修は行っていない。

4 12

・毎年度、１回は安中市議会として研修を実施すべきと考
える。
・他の議会改革案件で多忙は致し方ないが、２年に１度は
研修できたらと。
・研修の充実を図り、増やし、能力の向上に努め役割を果
たせるように努める。

B 2
研修方法や内容について再度議論してい
く。

前項の議員の研修の充実に当たっては、多様な分野から専門的な知識
を取り入れることができるよう配慮し、当該研修の実施に努めるもの
とする。

2 7 2 8

・文言や内容に問題はないため対象外。
・独自の研修会の開催は行われていない。
・政策の形成及び立案に係る能力の向上を図るための研修の実施は
少ない。
・個人研修は全国的な申し込み依頼はあるが個人では受けにくい。

7 6
・多様な分野から専門的な知識を取り入れられるように研
修の機会を拡充する。

B 2
専門分野の講師を招き講習を受けととも
に、受講機会を拡充する。

議会及び議員は、政策の立案に資するため、必要な調査、研修及び視
察を行い、その結果又は成果を市民に公表し、及び報告するものとす
る。

13 5 1

・課題に対しての調査、研修、視察を行うも政策立案には至ってい
ない。
・各委員会や会派等の視察研修は、適正な方法で公表、報告してい
る。
・委員会や会派などで研修及び視察を実施し公表している。
・各会派で調査、研修及び行政視察を行い、結果、成果を会報にて
市民に報告している。
・政務活動費を研修等に使わず、返却しているケースが見受けられ
る。
・報告書の内容をさらに充実させてわかりやすいレポートを作成す
べき。

15 2

・フェイスブックや市のラインなどで視察の報告書等が公
開されたら見てもらえるような投稿があった方がよいと考
える。
・政策立案に資する研修、視察活動の充実をはかる。

A 1
公表や報告の内容について、市民に分かり
やすくする工夫を続けていく。

議会は、市民への情報の提供及び市民との情報の共有を推進するとと
もに、市民が参画する機会の拡充を図るため、議会の広報及び広聴に
係る活動の充実強化に努めるものとする。

9 7 1 2

・公聴の視点が少し弱い感じがする。
・広報公聴についても充実強化に努めている。
・議会の広報及び広聴に係る活動の充実強化に努めている。
・「議会だより」の改善に努め、一定の成果をあげている。
・議会報告会や意見交換会等を行っている。議会報もリニューアル
し見やすい紙面を心がけている。また、SNSの活用も行っている。

10 7

・各意見交換会、議会報告会などで公聴について力を入れ
ていく必要があると感じる。
・市民が参画する機会の拡充を図る努力をさらに進める。
・報告会等の開催方法や内容の見直しやSNSの活用の工夫
もしていく。

A 2
報告会や意見交換会の内容について分かり
やすく伝える工夫を続けていく。

議会は、議会広報紙、インターネットその他の多様な広報手段を活用
することにより、多くの市民が議会及び市政に関心を持つことができ
るよう、広報活動に努めるものとする。

13 5 1

・議会広報誌の充実、インターネットその他の多様な広報手段の活
用に努めている。
・公式YouTubeの開設、SNSを活用した議会活動の情報発信に努め
ている。
・委員会や議会情報はインターネットや議会広報誌で広報活動に努
めている。
・各種媒体を活用している点においては評価されるが、やり方を精
査するほうが良い。

15 2
・さらに市民に議会及び市政に関心を持つことができるよ
うに工夫を重ねていく。
・YouTubeの閲覧数を増やす工夫が必要。

A 2
更なるSNSを活用した発信に努め、内容の
改善や工夫により、視聴回数を増やしてい
く。

（研修の
充実）
第２０条

第１項

第２項

（調査活動等）第２１条

第３項

第１項

（広報及
び広聴の
充実）第
２２条

第２項
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A B C D 1 2 3 4
委員会の意見各議員の評価集計 各議員の評価後の取組集計条 項 号 条文

取組状況や実績、その評価とした理由など
【主な意見】

今後の取組や改善点など
【主な意見】

評価
評価後の
取組

議会は、多様な市民の意見及び提案を把握するため、広聴活動に努め
るものとする。

6 12 1

・公聴の視点が少し弱い感じがする。
・今のところ可能な範囲で広聴に努めている。
・議会として議会報告会の開催や、議会と所管の他団体との意見交
換会、高校生との意見交換会をスタートした。
・以前よりは広聴活動に努め、市民の多様な意見及び提案の把握に
努めてきた。
・議会報告会で市民の意見や提案を把握し広聴活動に努めている。

9 8

・各意見交換会、議会報告会などで公聴について力を入れ
ていく必要があると感じる。
・広報公聴委員会の立ち上げにより充実を図る。
・議会報告会を地区ごとに細分化し、各種常任委員会毎の
他団体との意見交換会の開催等を充実させる。
・グループに分かれ、少人数で意見が出しやすい方法を工
夫する。
・高校生がより話しやすい空気をつくる努力が必要。

Ｂ 2

多様な市民からの意見等を把握するため、
意見交換会や議会報告会を引き続き開催す
ると共に、その充実を図るための広聴広報
委員会の早期立ち上げの検討を進める。

議会は、議会の政策及び立案に係る能力を向上させるとともに、円滑
かつ効率的な議会運営を行うため、議会事務局の調査、政策法務（条
例等を政策の実現のための手段として捉え、当該政策の実現のための
効果的な条例等の立案及び執行を行う実務をいう。）等の機能の強化
に努めるものとする。

1 8 6 3

・人員の増等、SNS担当や法制担当などがいると良いと考える。
・条文のとおり、事務局としての調査機能や体制強化は図られてい
るが、さらに職員の機能が発揮できるような環境整備が必要。
・特別委員会の設置など事務局職員の負担が多くなっている。人員
増加が必要。
・事務局の人員を増員しなければこの項目は実施が難しい。

4 10

・事務局から議会局に格上げしているところもあるので、
そういった検討が望まれる。
・今後は、さらなる政策法務についての機能強化等も求め
られる。職員増員も含めた体制整備を求めたい。
・現状でも議会事務局は議会がスムーズに運営できるよう
最大限能力を発揮しているが、更に議会や議員が成長する
よう体制の検証を速やかに実施する。

Ｃ 2

・事務局の調査機能等の強化を図るため、
人員の増員を検討すると共に、幅広い業務
への対応を目的とした環境整備を行う。
・議会事務局職員のスキルアップを図る。

議会は、大規模災害等の発生時において、市民の生命、身体及び財産
を保護し、並びに市民の生活を守るための効果的かつ機動的な活動が
図られるよう、市長等と連携し、議会としての体制の整備に努めるも
のとする。

5 8 5

・連絡網や対応要領のみなのでBCP作成が急務かと思う。
・積極的に防災士資格の取得。災害時の連絡網の整備。
・市議会災害発生時対応要領を作成している。
・大規模災害等に対応するため市長等と連携する議会の連絡体制は
整えてあるが、どの程度機能するか未知数である。
・緊急連絡名簿が作成されている。

9 7

・BCPの作成、訓練の実施
・大規模災害発生時を想定し、市長・執行部と連携し、議
会と執行部での机上訓練等を開催する。
・体制の整備のため研修や意見交換を進める。

A 2
災害時への対応を模索するため、執行部と
協力し、研修や模擬訓練等を実施する。

議会は、大規模災害等が発生した場合に市民の生活基盤の回復、整備
等に必要な予算を迅速に執行することができるよう議会運営に努める
とともに、復興に向けて積極的に議会の役割を果たすよう努めるもの
とする。

4 2 6 7

・条文の内容を実現する準備も未達成。
・要領に定められている。
・大規模災害が発生した時に。議会運営が正常にできる準備が不足
している。
・大規模災害時の迅速な対応は議会としても重要な役割である。
・災害時連絡網を作成しているのみ。

6 9

・条文の趣旨を実現するため、議会BCP等の策定が求めら
れる。
・自宅から会議に参加できるようズーム等での会議が開催
できるよう正常時に準備をしておく。また、防災士の資格
を取得し定期的な研修会を開催する。
・議員の対応や行動基準を定めておくことが重要と思いま
す。

Ｃ 2

・議会としての役割を果たすため、議員と
しての取り組み事項や行動指針を整理する
と共に、BCPの早期作成を図る。
・想定訓練を実施する。
・オンラインによる委員会の開催の検討を
行う。

議会は、大規模災害等が発生した場合は、被害の状況を調査し、市民
の意見、要望等を的確に把握するとともに、必要に応じて市長等に対
し政策の立案、提言等を行い、又は国及び県に対し要望等を行うもの
とする。

4 3 3 9

・市民の意見・要望等の把握は個々人で出来ている。議会としての
立案、提言等を行い、国、県への要望は実施されていない。
・大規模災害時は被害状況の調査や市民要望を的確に把握し最善策
を講じる。
・2019年の時は、仕組みができてなかった。活動については戸惑
いが生じた。
・市長が率先してしている。議会も補佐している。

9 4 1

・災害発生後、速やかに集まれる議員で会議を開き状況を
調査し必要な対応策を検討する。
・被害の状況を調査するのは難しいと考えます。
・模擬訓練を行っていくべき。

Ｂ 2

災害発生時対応要領は作成できているもの
の、突発的にやってくる大規模災害等に議
会が速やかに行動に移すことができるかど
うかに疑問が残る。今後は災害発生時対応
要領からさらに一歩踏み込んだ「議会
BCP」の策定を目指し、模擬訓練の実施も
想定されるべきである。

第３項

（議会事務局の体制整備）
第２３条

（災害発生時の体制の整備）
第２４条

（災害発
生時の議
会の役
割）
第２５条

第１項

第２項
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A B C D 1 2 3 4
委員会の意見各議員の評価集計 各議員の評価後の取組集計条 項 号 条文

取組状況や実績、その評価とした理由など
【主な意見】

今後の取組や改善点など
【主な意見】

評価
評価後の
取組

議員は、大規模災害等が発生した場合は、議長又は議会事務局に対し
て自らの安否及び所在を明らかにするものとする。

7 1 1 9
・連絡網や議員間のグループラインを作って、活用可能。
・災害発生時対応要領に記載している。
・大規模災害の時はそのようにする心構えがある。

12 1 1
・訓練の実施
・いざというときに活用できるか、議員間の準備が求めら
れる。

A 1

災害発生時対応要領に基づき災害連絡網が
整備されている。さらに通信混雑時にも連
絡が取りやすい議会事務局も含めた議員間
でのアプリも整備されているため、緊急時
の連絡は取りやすい。

議員は、大規模災害等が発生した場合は、区長等と協力し、被災者の
安全の確保、避難所への誘導、避難所に対する支援等の地域の一員と
して共助の取組が円滑に行われるよう努めるものとする。

6 1 3 8

・条文の内容を実現する準備も未達成。
・区長との連携、地域の一員としての共助の取組が円滑に行われて
いる。
・災害時は区長等と協力し被災者の安全や避難所の誘導に努める。
・その通りと思いますが、これまでのところ、そのような被災者の
安全確保や誘導など行っていません。

12 1

・条文の趣旨を実現するため、議会BCP等の策定が求めら
れる。
・議長と連携、議員としての支援かつどうが スムーズに
行えるよう努める。

Ｂ 2

地域の被災者への各種支援については地域
の区長等との連携・協力が必須である。現
在実施している区長との意見交換会を定期
的に継続実施し、協力体制が構築できるよ
うにする。

議員は、大規模災害等が発生した場合は、地域における被災状況、被
災者の要望等の情報の収集に努め、必要に応じて議長に報告するもの
とする。

6 1 2 10

・文言や内容に問題はないため対象外。
・地域の被災状況、要望など情報収集に努め議長に報告。
・議長への報告はもちろん議員全体で情報共有が必要である。
・これまでのところ、そのような活動は行なっていません。

13 1
・議員の役割の明確化。
・連携の在り方も工夫が必要。状況により変化する対応に
努める。

A 2

被災状況の議長への報告においては、被災
状況の情報の正確性及び迅速性が求められ
る。そのためは位置情報、画像を速やかに
共有可能なアプリを活用したい。また、情
報共有方法について全議員への周知も必要
と思われる。

議会及び議員は、この条例を議会における最高規範として位置付け、
この条例の趣旨を十分に尊重した上で議会を運営しなければならな
い。

3 2 3 11
・文言や内容に問題はないため対象外。
・議員として当然の責務と考えている。

10 1 ・今回の検証をきっかけに最高規範の意識を高める。 D 1
評価対象外
条文に従いこれまでどおり取り組む

議会は、議会に関する他の条例、規則等の制定、改正及び廃止並びに
解釈及び運用に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例との
整合性が確保されるよう努めなければならない。

3 2 2 12 10 1 D 1
評価対象外
条文に従いこれまでどおり取り組む

議会は、この条例の施行後、市民の意見、社会情勢の変化等を勘案し
て継続的に議会運営に係る評価及び改善を行い、必要があると認める
ときは、この条例の規定を見直すものとする。

1 5 2 10

・条例策定から6年が経過し、ようやく検証が行われることとなっ
た。
・これまで評価は行ってこなかった。
・市民の意見、社会情勢の変化も踏まえ適切に対応する。
・今回がファーストステップの位置づけ。

6 3 2

・定期的な検証についての記載があってもよいかもしれな
い
・条例の検証は議員全員で責任を持って取り組んでいきた
い。

D 1
評価対象外
条文に従いこれまでどおり取り組む

この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、
規則で定める。

2 1 14 9 D 1
評価対象外
条文に従いこれまでどおり取り組む

（継続的な見直し）第２８条

（委任）第２９条

第１項

第２項

第３項

災害発生
時の議員
の役割）
第２６条

第１項

第２項

（最高規
範性）
第２７条
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